
 

 

 

 

 

 

同  意  書 

 

 

 

 私は、実務修習の受講にあたり、公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会実務修 

 

習業務規程第４４条に規定する次の事項に該当すると認められたときは、本会が実務 

 

修習の受講を停止又は中止することをあらかじめ了承します。 

 

 

一 不正な受講があったとき 

 

二 督促をしたにもかかわらず､所定の期日までに実務修習料金の納入を怠ったとき 

 

三 提出書類等の記載に重大な虚偽が判明したとき 

 

四 修習生として品位を辱める行為があったとき 

 

五 実務修習の態度が著しく不真面目であるとき 

 

六 病気のため実務修習に堪えないと認められるとき 

 

 

平成   年   月   日 

 

 

公益社団法人 日本不動産鑑定士協会連合会 御中 

 

 

氏  名                 印 

 


